
介護支援専門員実務研修にかかる
実習受入れ事業所説明会

令和３年10月26日（火）10:00～12:00 滋賀県⾧寿社会福祉センター
滋賀県健康医療福祉部医療福祉推進課 介護・福祉人材確保係



内容

１．滋賀県の介護支援専門員数

２．研修カリキュラムの見直し

３．実務研修における実習の見直し



１．滋賀県の介護支援専門員数



介護支援専門員数等 （滋賀県）

数

介護支援専門員 ７,２７４人

うち証の交付を受けている者 ３，６５５人

主任介護支援専門員 ８６８人

特定事業所加算取得事業所 １８５事業所

Ｒ２ケアマネ試験受験者 ４９６人

Ｒ２ケアマネ試験合格者 ８２人（合格率16.5%）

Ｒ２実務研修受講者 ７８人

Ｒ３ケアマネ試験受験者 ６０５人
Ｒ３.１０.１１現在



○実習の受入れ事業所は、
受講者の住所地、勤務地、移動手段により選定・調整

○実務研修の受講者数が少ない場合、
実習受入れの依頼がない事業所があります。

○受講者数が多い場合、
複数名の受入の依頼がある事業所があります。

○あらかじめご了承いただきますようお願いします。



２．研修カリキュラムの見直し



研修カリキュラムの見直しの背景

ケアマネジメントについて、介護給付費分科会等で様々な課題が指摘される。

「介護支援専門員の資質向上と今後のあり方に関する検討会」の設置

○平成24年３月から７回にわたり開催
○平成25年１月に中間とりまとめ
・より実践的な研修となるよう演習に重点を置く
・選択制となっている「認知症」「リハビリテーション」「看護」「福祉用具」
といった科目の必修化

など、研修カリキュラムを見直すことにより研修内容の充実を図るべき。

研修のカリキュラムや実施方法の見直し

「介護支援専門員実務研修」
「介護支援専門員実務従事者基礎研修」
「介護支援専門員専門（更新）研修」
「主任介護支援専門員研修」

「主任介護支援専門員更新研修」

見直し 新規導入



① 介護保険の理念である「自立支援」の考え方が、十分共有されていない。
② 利用者増や課題に応じた適切なアセスメント（課題把握）が必ずしも十分でない。
③ サービス担当者会議における多職種協働が十分に機能していない。
④ ケアマネジメントにおけるモニタリング、評価が必ずしも十分でない。
⑤ 重傷者に対する医療サービスの組み込みをはじめとした医療との連携が必ずしも
十分でない。

⑥ インフォーマルサービス（介護保険給付外のサービス）のコーディネート、地域
のネットワーク化が必ずしも十分できていない。

⑦ 小規模事業者の支援、中立・公平性の確保について、取組が必ずしも十分でない。

⑧ 介護支援専門員の資質に差がある現状を踏まえると、介護支援専門員の
養成、研修について、実務研修受講試験の資格要件、法定研修のあり方、
研修水準の平準化などに課題がある。

⑨ 施設における介護支援専門員の役割が明確でない。

これらの課題には、ケアマネジメントの向上、介護支援専門員の資質の向上の両面
を含んでいる。介護支援専門員とともに、国、都道府県、保険者、事業者等が役割
分担をしながら取り組んでいくことが必要。

検討すべき主な課題







研修カリキュラムの見直しのポイント①

○地域包括ケアシステムの中で、医療職をはじめとする多職種と連携・協働していくことなど
がより一層求められる。
○一方で、ケアマネジメントについて様々な指摘。

○初めて実務に就く介護支援専門員が円滑に業務を行える知識・技術を身につけ、求められる
役割が適切に果たせるよう、入口の研修課程となる「実務研修」を充実させることが必要。

「実務研修」 「実務従事者基礎研修」
(実務に就いて間もないうちに受講)

実務研修として統合(実務に就く前の研修課程を充実)

○地域包括ケアシステムの中で、医療職
をはじめとする多職種と連携・協働しな
がら、利用者の尊厳を旨とした自立支援
に資するケアマネジメント

介護支援専門員 主任介護支援専門員

○地域や事業所におけるスーパーバイズ等
を通じた人材育成
○地域包括ケアシステムの構築に向けた地
域づくり

実践できる専門職として養成

「実務研修」と「実務従事者基礎研修」の統合

見直しにあたっての基本的考え方



「実習」についても見直し

■一つの事例をしっかり取組み、
ケアプランを作成する

■複数の利用者の生活の様子を知る
ことにより、複数の事例について
ケアマネジメントプロセスを経験



３．実務研修における実習の見直し



実務研修における実習見直しのねらい

実務に入る前に、
できるだけ多くの要介護高齢者の
生活を知ることが必要

（一つの事例のケアプラン作成を実
践することに加えて）

複数の事例について、
ケアマネジメントプロセスを経
験する「見学」 の内容が追加

○実務研修の前期に展開されるケアマネジメントプロセスの学習をふまえて

「実践に当たっての留意点や今後の学習課題等を認識する場」として位置づけ

「ケアプラン作成までの一連のプロセスを実体験」

「多様な要介護高齢者の生活実態を知る」



実務研修における実習の受入先事業所

○受講者に対する指導を十分に実施
できるだけの、知識や技術やその基
本的な考えを有する
○十分な経験と指導実績のある主任
介護支援専門員が在籍し、多様な要
介護高齢者を担当している

特定事業所加算
取得事業所

実習受入れ事業所に望む要件 要件を満たす事業所

特定事業所加算の主旨

○中重度や支援困難ケースへの積極的な対応を行う
○専門性の高い人材を確保し、質の高いケアマネジメントを実施して
いる事業所を評価
○地域全体のケアマネジメントの質の向上に資することを目的

実習の受入れは、実務研修の質を高め、
ひいては地域全体のケアマネジメントの水準を底上げしていく



（参考）平成２７年度介護報酬改定

特定事業所加算の算定要件に 「実習の受入れ」 が追加された



（参考）令和３年度介護報酬改定



今後の手続の流れ

「実習生決定通知」
送付

県社協⇒事業所

12.1月（予定）

実習受入れ開始

(平日コース)１月末
(休日コース)２月中旬

「報告書兼評価書」
提出

事業所⇒県社協

実習修了日から
1週間以内

実習指導料
振込

県社協⇒事業所

令和４年３月

「実習契約書」
締結

（新規のみ）

事業所⇔県社協

１１月（予定）

「実習受入計画書」
作成・提出

事業所⇔県社協

１１.１２月（予定）

説明会

本日

参考 ○ケアマネ試験 １０月１０日（日）
○試験合格発表 １２月 ２日（木）
○実務研修初日平日コース １２月２３日（木）

休日コース １月８日（土）


